
電子申請の手引き（高圧ガス保安法（販売除く）関係） 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令和５年５月 

福井県防災安全部消防保安課 

 

 
福井県電子申請サービス（以下、「電子申請」という。）における高圧ガス保安法 
（以下、「法」という。）の一般保安規則（以下、「一般則」という。）、液化石油ガス 
保安規則（以下、「液石則」という。）および冷凍保安規則（以下、「冷凍則」という。） 
の適用を受ける販売を除いた下記の申請または届出の手続に適用する。 

 
・高圧ガス製造許可申請書 
・高圧ガス製造施設等変更許可申請書 
・第一種貯蔵所設置許可申請書 
・第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 
・製造施設完成検査申請書 
・第一種貯蔵所完成検査申請書 
・保安検査申請書 
・高圧ガスの種類又は圧力の変更申請書 
・容器検査所登録申請書 
・容器検査所登録更新申請書 

申請の種類 
 

 
・高圧ガス製造事業届書 
・第一種製造事業承継届書 
・第二種製造事業承継届書 
・高圧ガス製造施設等軽微変更届書 
・高圧ガス製造施設等変更届書 
・第一種貯蔵所承継届書 
・第二種貯蔵所設置届書 
・第一種貯蔵所軽微変更届書 
・第二種貯蔵所位置等変更届書 
・高圧ガス製造開始届書 
・高圧ガス製造廃止届書 
・貯蔵所廃止届書 
・特定高圧ガス消費届書 
・特定高圧ガス消費者承継届書 
・特定高圧ガス消費施設等変更届書 
・特定高圧ガス消費廃止届書 
・危害予防規定届書 
・高圧ガス保安統括者届書 
・高圧ガス保安技術管理者等届書 
・高圧ガス保安主任者等届書 
・冷凍保安責任者届書 
・冷凍保安責任者代理者届書 
・高圧ガス製造施設休止届書 
・高圧ガス保安協会保安検査受検届書 
・指定保安検査機関保安検査受検届書 
・事故届書（即報除く） 
・検査主任者届書 
・容器検査所廃止届書 

届出の種類 
 

手続にあたっての注意点 
 

 法の各種手続を電子申請で行う

場合は、事業者本人が利用者登録

をしていただく必要があります。 

 また、手続内容以外（操作方法な

ど）に関するご質問は下記の連絡

先までお願いします。 

【連絡先】 

電話番号：0120-470-570 
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申請の流れ 
 
法での申請手続の流れは下記のとおりです。 

 
１ 申請書の提出および手数料の納付 
２ 県担当者の内容確認 
３ 申請書の受理および審査開始（完成検査の実施） 
４ 審査完了および許可証等の文書交付 
 
 
＜具体例：高圧ガス製造施設等変更許可申請書の場合＞ 

 
１ 申請書の提出および手数料の納付 
（１）福井県の高圧ガスホームページにアクセスし、該当する手続をクリックする。 
【URL】 
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/kouatu.html 

 
【トップページからのアクセス方法】 

  くらし・環境 ⇒ 防災・消防 ⇒ 「消防」の記事一覧 ⇒ 高圧ガス保安法 
  各種申請・届出について 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/kouatu.html
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（２）該当する手続の電子申請画面に遷移するので、「電子申請をする（電子証明書が 
不要）」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ログイン画面に遷移するので、利用者登録で取得した利用者 IDと設定したパス 
ワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックする。 
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（４）申請書入力画面に遷移するので、必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
※必要事項を入力すると自動で申請書（鑑）が作成されますので、この後の添付書類 
選択画面で別途作成した申請書を添付していただく必要はありません。 
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（５）添付資料選択画面に遷移するので、「ファイルの選択」ボタンをクリックして必要な 
添付資料を選択し、「↓追加」ボタンをクリックして添付する（複数の添付資料がある 
場合は上記の処理を繰り返す）。 
 すべての添付資料の添付が完了したら、「次へ」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※合計のファイルサイズが２０ＭＢ超の場合は添付ができませんので、お手数おかけ 
しますが別途送付してください（送付方法は県担当者へ御確認ください）。 
 
 

①「ファイルの選択」ボタンをクリックして必要な添付資料を選択 
 ②「↓追加」ボタンをクリックして添付 

③複数の添付資料がある場合は上記①と②の処理を繰り返す 

④すべての添付資料の添付が完了したら、「次へ」ボタンをクリック 
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【補足：手数料納付システムで手数料を納付する場合】 
 「申請書一時保存」ボタンをクリックして入力作業を中断し、高圧ガス保安法ホーム 
ページから手数料納付手続を行います。 
 納付完了後、入力作業を再開して必要事項を記入した福井県手数料納付システム 
利用者記入用紙を添付し、「次へ」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「申請書一時保存」ボタンをクリックして入力作業を中断 

高圧ガス保安法ホームページに戻り、該当
する製造設備区分を選択してクリックする。 
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納付申込手続画面に遷移するので、必要事項を入力し、手数料を納付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※納付の際は手数料の名称と金額に間違いがないか、再度確認をお願いします。 
特にコンビニ決済を選択された場合は、還付手続に時間がかかりますので予め 

ご了承ください。 
 
 
入力作業を再開し、添付資料の添付を完了させる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※福井県手数料納付システム利用者記入用紙は PDFに変換せずに（Word形式のまま）  
提出してください。 
 
 

必要事項を記入した福井県手数料納付システム利用者記入用紙を添付 

すべての添付資料の添付が完了したら、「次へ」ボタンをクリック 
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（６）手続方法入力画面に遷移するので、交付文書（許可証）の郵送先住所を入力し、 
別送資料の有無を選択した後、「次へ」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（７）送信内容確認画面に遷移するので、（４）で作成した申請書と送信内容に間違いが 
ないか確認し、「送信」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵送先住所の入力と別送資料の有無を選択した後、 
「次へ」ボタンをクリック 

福井県収入証紙で手数料を納付する場合は、 
別送資料は「郵送で提出」を選択してください。 

①「申請書表示」ボタンをクリックして、 
作成した申請書に間違いがないか確認 

②送信内容に間違いがないか確認後、 
「送信」ボタンをクリック 
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（８）送信完了画面に遷移するので、「申請履歴を表示する」ボタンをクリックして、 
  申請が受付されているか確認する。 
   また、利用者登録をしたメールアドレスあてに「【電子申請】申請受付のお知らせ」 
  という題名のメールが届いているか併せて確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※申請履歴画面に移動し、送信した申請書が「受付中」の申請状態になっていることを 
確認する。 

 

「申請履歴を表示する」ボタンを 

クリックして申請履歴画面へ移動 

※電子申請の場合は、申請書に受付印の押印は行いません。 
押印を希望される場合は、「申請書控え保存」ボタンをクリックし、 
申請書の控えをダウンロードして印刷の上、郵送してください。 
→交付文書と併せて押印した申請書を送付します。 
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【送信されるメールのイメージ】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意書きに記載のとおり、県担当者が内容を

確認すると、審査開始のメールが届きます。 

検査等で外出しており、すぐに確認できない

ことがありますので、予めご了承ください。 
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２ 県担当者の内容確認 
申請書類に不備がある場合は、以下のようなメールが届きますので、修正内容を 

確認して再提出してください。 
不備がない場合は、１２ページの「３ 申請書の受理および審査開始」に進みます。 

 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

不備の理由を確認し、電子申請にログイン

して修正してください。 
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電子申請にログインして、修正申請を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ページの画面に遷移するので、不備がある内容を修正して申請を行う。 

送信した申請書が「補正待ち」の申請状態になって 
いることを確認し、「詳細」をクリックする。 

「修正申請」ボタンをクリック 

「はい」ボタンをクリックして、不備がある内容を修正 
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 ３ 申請書の受理および審査開始 
申請書類に不備がない場合、以下のようなメールが届きますので、審査完了まで 

今しばらくお待ちください（このメールが受理印の代わりとなります）。 
※標準事務処理日数：１２日（補正日数、休日・祝日等は含みません） 

 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※電子申請にログインし、送信した申請書が「審査中」の申請状態になっていることを確認
する。 
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４ 審査完了および許可証等の文書交付 
  審査が完了すると以下のようなメールが届きます。また、７ページの手続方法 
入力画面で入力した住所あてに交付文書を郵送しますので、受領してください。 
 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※電子申請にログインし、送信した申請書が「完了」の申請状態になっていることを確認 
する。 
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届出の流れ 
 
法での届出手続の流れは下記のとおりです。 

 
１ 届書の提出 
２ 県担当者の内容確認 
３ 届出の審査開始 
４ 審査完了（届出の受理）の連絡 
 
 
＜具体例：高圧ガス保安統括者届書の場合＞ 

 
１ 届書の提出 
（１）福井県の高圧ガスホームページにアクセスし、該当する手続をクリックする。 
【URL】 
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/kouatu.html 

 
【トップページからのアクセス方法】 

  くらし・環境 ⇒ 防災・消防 ⇒ 「消防」の記事一覧 ⇒ 高圧ガス保安法 
  各種申請・届出について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/012643/kouatu.html
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（２）該当する手続の電子申請画面に遷移するので、「電子申請をする（電子証明書が 
不要）」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ログイン画面に遷移するので、利用者登録で取得した利用者 IDと設定したパス 
ワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

届出によっては、添付書類のひな形を 
用意していますので、適宜ダウンロード 
して使用してください。 
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（４）入力画面に遷移するので、必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※必要事項を入力すると自動で届書（鑑）が作成されますので、この後の添付書類 
選択画面で別途作成した届書を添付していただく必要はありません。 
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（５）添付資料選択画面に遷移するので、「ファイルの選択」ボタンをクリックして必要な 
添付資料を選択し、「↓追加」ボタンをクリックして添付する（複数の添付資料がある 
場合は上記の処理を繰り返す）。 
 すべての添付資料の添付が完了したら、「次へ」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※合計のファイルサイズが２０ＭＢ超の場合は添付ができませんので、お手数おかけ 
しますが別途送付してください（送付方法は県担当者へ御確認ください）。 
 
 
 

①「ファイルの選択」ボタンをクリックして必要な添付資料を選択 
②「↓追加」ボタンをクリックして添付 

④すべての添付資料の添付が完了したら、「次へ」ボタンをクリック 
 

③複数の添付資料がある場合は上記①と②の処理を繰り返す 
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（６）手続方法入力画面に遷移するので、別送資料の有無を選択した後、「次へ」ボタンを 
クリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）送信内容確認画面に遷移するので、（４）で作成した届書と送信内容に間違いが 
ないか確認し、「送信」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①「申請書表示」ボタンをクリックして、 
作成した届書に間違いがないか確認 

②送信内容に間違いがないか確認後、 
「送信」ボタンをクリック 
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（８）送信完了画面に遷移するので、「申請履歴を表示する」ボタンをクリックして、 
  申請が受付されているか確認する。 
   また、利用者登録をしたメールアドレスあてに「【電子申請】申請受付のお知らせ」 
  という題名のメールが届いているか併せて確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※申請履歴画面に移動し、送信した届書が「受付中」の申請状態になっていることを 
確認する。 
 

「申請履歴を表示する」ボタンを 

クリックして申請履歴画面へ移動 

※電子申請の場合は、届書に受付印の押印は行いません。 
押印を希望される場合は、「申請書控え保存」ボタンをクリックし、 
届書の控えをダウンロードして印刷の上、返信用封筒（必要な切手
を貼付したもの）郵送してください。 
→受付印を押印した届書を送付します。 
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【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意書きに記載のとおり、県担当者が内容を

確認すると、審査開始のメールが届きます。 

検査等で外出しており、すぐに確認できない

ことがありますので、予めご了承ください。 
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２ 県担当者の内容確認 
届出書類に不備がある場合は、以下のようなメールが届きますので、修正内容を 

確認して再提出してください。 
不備がない場合は、２３ページの「３ 届書の受理」に進みます。 

 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不備の理由を確認し、電子申請にログイン

して修正してください。 
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電子申請にログインして、修正申請を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１６ページの画面に遷移するので、不備がある内容を修正して届出を行う。 
 
 

送信した届書が「補正待ち」の申請状態になって 
いることを確認し、「詳細」をクリックする。 

「修正申請」ボタンをクリック 

「はい」ボタンをクリックして、不備がある内容を修正 
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３ 届書の審査開始 
届出書類に不備がない場合、以下のようなメールが届きますので、審査完了まで 

今しばらくお待ちください。 
 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※電子申請にログインし、送信した届書が「審査中」の申請状態になっていることを確認 
する。 
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４ 審査完了（届出の受理）の連絡 
  審査が完了すると以下のようなメールが届きますので、受領してください。 
※このメールが受理印の代わりとなります。 

 
【送信されるメールのイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※電子申請にログインし、送信した届書が「完了」の申請状態になっていることを確認 
する。 


